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スタ ート アッ プ支援業務委託仕様書（ 案）  

 

１  件 名 

 スタ ート アッ プ支援業務委託 

 

２  委託期間 

 契約締結の日から 令和８ 年３ 月３ １ 日まで 

 

３  事業実施の経緯と 目的 

 岡山市では令和元年８ 月にスタ ート アッ プ支援拠点「 も も たろう ・ スタ ート アッ プカ フ ェ 」

（ 以下、 「 も も スタ 」 と いう 。 ） を設置し 、 岡山市の経済成長の担い手と し て期待さ れるスタ ー

ト アッ プの創出・ 成長を目的にスタ ート アッ プの支援に取り 組んできた。  

 も も スタ において、 こ れまでスタ ート アッ プの事業の成長フ ェ ーズに応じ た支援プログラ ムを

実施し てきた。 また、 令和６ 年度には、 も も スタ の機能強化により 、 様々な属性のプレイ ヤー

が、 より 集まり やすい場所と し たこ と により 、 スタ ート アッ プ支援と 合わせて、 アト ツギ（ ４ 文

言の定義（ ２ ） 参照） や既存企業の新規事業担当者等によるイ ノ ベーショ ン創出に対する支援も

必要であるこ と が見えてきた。  

 本事業は受託者の知見やノ ウハウを活用し 、 起業に関する裾野拡大イ ベント 等の支援事業の継

続と 、 前述の課題解決に繋げるためのプログラ ム等を打ち出すこ と を通じ 、 更なる裾野の拡大や

市内を中心と し たスタ ート アッ プ等の創出・ 成長と 起業家コ ミ ュ ニティ の発展を図るも のであ

る。  

 

４  文言の定義 

（ １ ） スタ ート アッ プ 

本事業にいう 「 スタ ート アッ プ」 と はイ ノ ベーショ ンを伴っ たビジネスプラ ンにより 新たな

市場を開拓し 、 社会に新し い価値を提供するこ と によっ て事業の価値を短期間で飛躍的に高め

急成長し 、 Ｉ Ｐ Ｏ やＭ＆Ａ を目指す企業や組織を指す。 なお、 急成長を目指す企業のみなら

ず、 社会的・ 環境的課題の解決や新たなビジョ ンの実現と 、 持続的な経済成長をと も に目指す

イ ンパク ト スタ ート アッ プも 含む。  

（ ２ ） アト ツギ 

   事業承継前の親族承継予定者で、 先代から 受け継いだ価値（ 有形無形の資源） を、 時代に

合わせてアッ プデート するこ と で、 その次の世代に託す時まで、 存続にコ ミ ッ ト する個人を指

す。  

（ ３ ） おかやま・ スタ ート アッ プ支援拠点運営委員会（ 以下、 「 運営委員会」 と いう 。 ）  

運営委員会は岡山市の持続的な発展に欠かせない新たな経済の担い手を創出するため、 創

業・ 起業に関心を持つ多様な人々が、 気軽に立ち寄れ、 交流できる拠点を運営するこ と によ

り 、 岡山市の創業支援環境の更なる充実を図るこ と を目的と し て令和元年に設立さ れた官民連

携組織であり 、 その目的の達成のためも も スタ の運営、 事業実施に取り 組んでいる。 委員各団

体の実務担当者で定例会を開催し 、 スタ ート アッ プ支援の情報共有や、 今後の支援策等につい

て協議を行っ ている。  
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（ 委員）  

株式会社中国銀行、 株式会社ト マト 銀行、 おかやま信用金庫、 岡山商工会議所、 岡山市 

（ ４ ） も も スタ  

令和元年８ 月に開設さ れたスタ ート アッ プ支援拠点であり 、 前述の運営委員会により 運営さ

れている。  

も も スタ ホームページアド レス： （ ht t ps: //momost a. com/）  

 

５  履行場所 

 も も スタ を中心に委託者が指定する場所 

（ １ ） も も スタ の所在地 

  岡山市北区駅前町一丁目８ 番１ ８ 号 Ｉ Ｃ Ｏ Ｔ  Ｎ Ｉ Ｃ Ｏ Ｔ ２ 階 

  Ｔ Ｓ Ｕ Ｔ Ａ Ｙ Ａ 岡山駅前 内 コ ワーキングスペース「 Ｗｏ ｎ ｄ ｅ ｒ  Ｗａ ｌ ｌ 」  

（ ２ ） も も スタ 会場の平面図（ 赤囲みが施設、 黄囲みがイ ベント 会場）  

 

（ ３ ） も も スタ の使用（ 会場備え付けの備品を含む） に係る使用料については原則委託者の負担

と する。  

   別会場使用に係る経費については、 原則受託者の負担と する。  

 

６  委託事業内容 

 「 ３  事業実施の経緯と 目的」 を踏まえ、 受託者は以下の委託業務について、 具体的な方法を工

夫し て実施するこ と 。 なお、 委託業務の詳細等については別表１ を参照と するこ と 。  

（ １ ） イ ベント 、 セミ ナー等（ 以下、 「 イ ベント 等」 と いう 。 ） の実施 

（ ２ ） ビジネスプラ ンコ ンテスト の実施 

（ ３ ） アト ツギ対象の連続プログラ ムの実施 

（ ４ ） （ １ ） （ ２ ） （ ３ ） に関する情報発信の実施等 

会議室 

定員６名 

会議室 

定員１２名 
会議室 

定員８名 

会議室 

定員２０名 

コワーキングスペース 

兼イベント会場 

定員約５０名 
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７  事業遂行のための体制構築 

（ １ ）  委託業務の責任者の設置 

ア 受託者は、 契約締結後、 委託業務の責任者を定め、 こ れを設置するこ と 。 委託業務の責

任者を設置し た場合、 その氏名、 連絡先、 実績歴を委託者に報告するこ と 。  

イ  委託者と の緊密な連携 

受託者は、 委託契約の締結後速やかに、 委託者と 協議の上、 受託年度中の支援計画（ 実施

スケジュ ールを含む） を策定するこ と 。 なお、 当該支援計画は、 委託契約の締結後に委託者

から 提供さ れるも も スタ での本委託以外の支援プログラ ム等の実施予定時期を踏まえて策定

するこ と 。  

（ ２ ）  委託者と の調整 

ア 受託者は、 委託者と 密な連絡体制を構築し 、 事業を行う こ と 。 受託者は定期的に担当者 

に報告・ 連絡・ 相談を行い、 事業を円滑に進めるこ と 。  

イ  受託者は、 緊急の事態が発生し た場合は、 即座に委託者に連絡を行い、 その指示に従う

こ と 。  

（ ３ ）  ミ ーティ ングの開催 

ア 受託者と 委託者は、 月に２ 回程度、 ミ ーティ ングを開催するこ と 。 ミ ーティ ングでは事

業の進捗状況の報告・ 協議等を実施し 、 情報共有化を図るこ と 。 ミ ーティ ングの次第等は

受託者がこ れを作成するこ と 。  

イ  原則と し て、 委託業務の責任者は、 本ミ ーティ ングに出席するこ と 。  

ウ 受託者は、 ミ ーティ ングの議事録を作成し 、 委託者に提出するこ と 。  

エ 委託者がミ ーティ ングの開催を受託者に対し 要請し た場合は、 ただちにこ れに応じ るこ  

と 。  

（ ４ ）  問合せ対応の構築 

受託者は、 本受託業務の問い合わせ対応用の通信環境（ Ｅ －ｍａ ｉ ｌ 等） を整備し も も ス 

タ ホームページ等で公開するこ と 。 なお、 問合せ者（ 質問者） への返信については、 必要に 

応じ 、 その回答内容について委託者と 協議を行っ た上で回答するこ と 。  

 

８  受託者の責務 

（ １ ） 本業務は、 スタ ート アッ プの創出・ 成長により 岡山市の産業の活性化と 雇用の促進を図る

ため実施するも のであり 、 受託者は、 こ の趣旨を十分認識し 、 事業を運営遂行するこ と 。  

  また、 受託者は本事業の履行にあたり 、 不正な行為をするなど、 委託者の信用を失墜する行

為をし てはなら ない。  

（ ２ ） 受託者は本事業にあたり 、 各種法令等を遵守するこ と 。  

（ ３ ） 受託者は、 本事業の受託業務を行う ために提供さ れた拠点又は備品を本業務以外の目的で

使用し てはなら ない。  

（ ４ ） 受託者は、 次年度以降引き続き委託事業を受託し ない場合は、 次年度受託者に引継ぐ べき

事項を書面にて作成し 、 電子データ と 共に次年度受託者に提供し なければなら ない。 また、 次

年度受託者への業務引継ぎを円滑に行わなければなら ない。  
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９  業務遂行に係る受託者の負担等について 

（ １ ） 「 ６  委託事業内容」 「 ７  事業遂行のための体制構築」 に記載し た事業に係る人的、 物的

費用は全て受託者の負担と する。  

（ ２ ） 本業務に起因する苦情、 ト ラ ブルへの対応は原則と し て受託者の責任において行う こ と 。  

 

１ ０  秘密の保持 

（ １ ） 受託者は、 業務上知り 得た秘密・ 個人情報を業務以外の目的に使用し 、 又は第三者に開示

し てはなら ない。 契約終了後においても 、 同様の義務を負う 。  

（ ２ ） 受託者が秘密保持義務に違反し 、 委託者が損害を被っ た場合、 受託者は、 その損害の補償

をするこ と 。 なお、 契約終了後においても 同様と する。  

（ ３ ） 受託者は、 業務の遂行にあたり 、 個人情報の保護に関する法律（ 平成１ ５ 年法律第５ ７

号。 以下「 法」 と いう 。 ） を遵守し 、 取得し た個人情報の取扱に最大限の注意を払う こ と 。  

（ ４ ） 受託者は、 本業務委託を実施する上で知り 得た個人情報については、 法に基づく 、 「 市の

保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」 を締結し 、 適切な管理を行う こ と 。  

 

１ １  損害の賠償 

 本業務遂行中に受託者が委託者若し く は第三者に損害を与えた場合又は第三者より 損害を受け

た場合は、 直ちに委託者にその状況及び内容を書面により 報告し 、 委託者の責に帰すべき事由に

よるも のを除き、 すべて受託者の責任において処理解決するも のと する。  

 

１ ２  業務報告及び支払 

（ １ ） 受託者は、 毎月、 各月の利用者数やイ ベント 実施実績( イ ベント 内容、 来場者数、 イ ベント

ごと のアンケート 結果) をまと めた業務報告書を作成し 、 遅滞なく こ れを提出するこ と 。  

（ ２ ） 受託年度の４ 月から 翌年３ 月までの期間中、 「 イ ベント 等」 及び「 ビジネスプラ ンコ ンテ 

スト 」 のう ち、 委託者が指定するも のについて、 イ ベント レポート （ イ ベント の概要及びイ ベ 

ント 実施中の会場風景写真、 参加者の感想など） を作成し 、 月次レポート と し て、 翌月中にも  

も スタ ホームページに掲載するこ と 。 なお、 参加者を撮影する場合は、 事前にも も スタ ホーム 

ページ等広報媒体への掲載について承諾を得ておく こ と 。  

（ ３ ） 受託者は、 事業終了後すみやかに、 委託者の担当者と 協議の上で、 履行状況をまと めた最

終業務報告書を書面で１ 部および電子媒体（ 容易に読み取り ・ 複写できるよう 「 Mi cr osof t  

Of f i ce Pr of essi onal  Pl us 2019」 で利用可能な保存形式等） で委託者に提出するこ と 。 ただ

し 、 委託者の承認を得るこ と で他のアプリ ケーショ ンの使用も 妨げない。  

  最終業務報告書には、 業務の成果（ 実際の起業数、 委託者への政策提言等） を掲載するな

ど、 事業効果の検証につながる内容と するよう 工夫するこ と 。  

（ ４ ） 支払は月次払いと し 、 支払う 金額は契約金額を１ ２ で除し た金額と する。 ただし 、 １ 円未

満の端数が生じ た場合は、 令和８ 年３ 月末日締分に端数分を加え支払う も のと する。  

 

１ ３  本作業上の条件 
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（ １ ） 受託者は、 不測の事態により 、 定めら れた期日までに作業を終了するこ と が困難になっ た  

場合は、 遅滞なく その旨を委託者に連絡し 、 その指示を受けるも のと する。 こ の場合、 受託  

者は、 作業が困難と なっ た事情を速やかに解決し 、 作業の遅れを回復するよう 努めなければ  

なら ない。  

（ ２ ） こ の業務により 作成し た成果品の著作権（ 著作権法第２ ７ 条及び第２ ８ 条の権利を含

む） 、 使用権等の諸権利は、 委託者に帰属するも のと する。  

（ ３ ） 受託者は、 本業務の実施過程で知り 得た情報については、 第三者に漏洩し てはなら ない。

ただし 、 委託者の了解を得たう えで関係者に情報提供するこ と はできるも のと する。  

（ ４ ） 岡山市情報セキュ リ ティ ポリ シーを遵守するこ と 。  

（ ５ ） 受託者は、 当該業務の実施のために必要な、 受託者が従前より 有する著作権、 あるいは第  

三者の著作権については、 当該著作権の利用に当たり 支障のないよう 適切な措置を講じ なけれ

ばなら ない。 また万一何ら かの著作権問題が生じ た場合は受託者の責任により 対処するこ と 。  

 

１ ４  再委託 

（ １ ） 受託者は、 委託の履行に際し 、 委託内容の全部又は主要部分を一括し て第三者に委託する

こ と ができない。 ただし 、 あら かじ め、 委託者の承認を得たと きは、 こ の限り ではない。  

（ ２ ） 「 主要部分」 と は、 業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、 受託

者はこ れを再委託するこ と はできない。  

（ ３ ） 受託者は、 前項に規定する業務及び簡易な業務を除く 業務を再委託するにあたっ ては、 当

該業務の遂行能力を有する者の中から 選定し なければなら ない。 また、 予め委託者が指定する

様式を用いて届出等を行い、 委託者の承認を得るこ と 。  

（ ４ ） 上記（ ３ ） の書面には、 以下の事項を記載するこ と 。  

 ア 再委託先の名称、 代表者及び所在地 

 イ  再委託先で行う 作業の内容及び範囲 

 ウ 再委託を行う 理由 

 エ 再委託先の選定理由 

 オ 再委託先に対する管理方法 

 カ  その他、 別に指示する事項 

（ ５ ） 上記（ ３ ） の手続きを経て再委託を受けた第三者（ 以下、 「 再受託者」 と いう 。 ） が、 さ

ら に別の第三者に再委託を行う こ と はできない。  

（ ６ ） 再受託者へのデータ 受渡等が発生する場合、 セキュ リ ティ に配慮し た手法によるも のと

し 、 「 （ ４ ） オ 再委託先に対する管理方法」 の中でその手法を明記し たう えで、 委託者の承認

を得るこ と 。  

（ ７ ） 受託者は、 再受託者の本委託業務の統括及び個人情報セキュ リ ティ の確保についても その

責任を負う も のと する。  

 

１ ５  その他 

（ １ ） 本仕様書に関し て疑義を生じ た事項及び本仕様書に定めのない事項については、 すべて両

者協議の上、 こ れを解決するも のと する。  
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（ ２ ） 受託者は、 本業務中に事故があっ た場合は、 所要の処置を講ずると と も に事故発生の原因

及び経過、 事故による被害の内容等について、 直ちに委託者に報告するこ と 。  

（ ３ ） 業務内容等は、 企画提案書を仕様の一部と し て実行するこ と 。  

 



項目 詳細 備考

イ．VC や先輩起業家、事業会社等知見のある方からフィードバックを得ることが出来る、事業成長や他都市
との連携、ネットワーキングを目的とした定期的なピッチの機会提供（総回数５回以上）

（２）ビジネスプランコンテスト
の実施

受託者は、ももスタにおいて、受託年度の３月の期間中に１回、登壇者を公募の上、当該年度におけるももス
タの活動の集大成としての位置づけとなるビジネスプランコンテストを実施すること。

・名称は「ＯＫＡＹＡＭＡ　ＳＴＡＲＴＵＰ　ＡＷＡＲＤ」とすること。
・コンテストは、オフライン（対面）とオンラインのハイブリッド開催とすること。
・登壇者のピッチデッキのブラッシュアップが必要な場合は、ももスタでの対面あるいはオンラインで実
施し、起業者等の相談内容を確認の上、適任のメンターを案内すること。
・登壇者へ的確なフィードバックコメントができるゲスト審査員を３名以上確保すること。

（３）アトツギ対象の連続プロ
グラムの実施

・受託者は、アトツギおよび支援機関担当者を集め、新規事業創出に集中的に取り組むプログラムを実施す
ること。
・受託年度の契約日以降、7 月から11月までの期間中にオフラインでの５回以上（毎月１回、3 週間隔程度）の
イベント（最終回はデモデイ実施）を実施すること。なお、イベントは１回あたり2 時間以上の内容とすること。
・プログラム期間中に、事業プランのブラッシュアップや参加者の意欲向上、参加者同士のコミュニティ形成を
目的として、希望する参加者を集めたオフラインによる事業プランのブラッシュアップ会を１回以上実施するこ
と。
・参加者は目標２０名程度で、参加者の募集、選定にあたっては、受託者委託者双方で協議の上、行うこと。
・参加者が希望する場合、必要に応じて、先輩アトツギ等によるメンタリングを実施し、可能な者については、
中小企業庁主催のアトツギ甲子園へのエントリーを支援すること。

・プログラムの開催手法については、オフラインを基本とするが、イベント等の目的や委託者の要請に応
じて、オンライン開催に対応できるようにしておくこと。
・参加者の募集や運営にあたっては、委託者と連携し、地元支援機関等の協力を得ながら実施するこ
と。支援機関の協力を得るにあたり、アトツギに関するリテラシー向上に繋げること。
・対象者（参加者や支援機関担当者）が重複するような当該委託事業以外で実施されるイベント・プロ
グラムについて適宜把握することにより、イベント内容や開催日が重複することが無いよう注意するこ
と。

( 4 )  （１）、（２）、（３）に関する
情報発信の実施等

・既存のももスタH PやＳＮＳ（Facebook 、X 、LIN E 、Slack  等）を利用し、ももスタの事業（イベント、ビジネ
スプランコンテスト等）紹介等の情報発信を行うこと。
・イベント等のチラシ・LP等の作成や、ももスタのPR・ブランディング演出を効果的に行うよう努めること。

（１）イベント、セミナー等（以
下、「イベント等」という。）の実
施

・イベント等は、ももスタで起業に関するイベント等が日常的に行われる活気のある支援拠点となるよう
工夫すること。また、委託者が提案するイベント等についても企画・運営を検討し、開催に努めること。
・イベント等の開催手法については、オフラインを基本とするが、イベント等の目的や委託者の要請に応
じて、オンラインのみ又はオフラインとオンラインのハイブリッド開催に対応できるようにしておくこと。
・イベント等については、企画書を委託者に提出し、内容等を説明するとともに協議し、必ず開催日の１
か月前までに了解を得ること。ただし、５月に実施するイベント等については、委託者が「（２）イ 委託者
との緊密な連携」に規定する支援計画を承認した後、速やかに委託者へ企画書を提出し、内容等を説
明するとともに協議し、了解を得ること。
・イベント等の広報については、遅くとも開催日から起算して２週間前から開始し受託者のネットワーク
等を活用して集客に努めること。
・当該委託事業以外で実施されるスタートアップ関連等のイベント・プログラムについて適宜把握するこ
とにより、イベント内容や開催日が重複することが無いよう注意すること。
・イベントセミナー等については、原則、２月上旬までに完了するよう努めること。

ア．スタートアップの創出・成長を目的としたもの、起業・新規事業創出を目指す方を対象としたイベント等の
開催（月2 回程度開催、総回数2 0 回以上）

（イベント内容）
分野やテーマについて、ももたろう・スタートアップカフェのH P内のももスタ活動レポートの記事を参照し、上
記目的を達成できるイベントを開催すること。
h ttp s: //m om osta .com /

スタートアップ支援業務委託　別表１


